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論 説 

国際課税の紛争解決手続に関する戦略的考察 

―囚人のジレンマと WTO 酒税格差事件の教訓― 

 

国税庁長官官房相互協議室課長補佐 

髙 橋 麻 莉 

 

◆SUMMARY◆ 

 国際課税では、これまで主に二国間の相互協議手続により紛争解決が図られてきた。しか

し、いわゆる第１の柱・第２の柱のデジタル課税で税の安定性が制度化すれば、多数国間に

よる紛争解決が行われることになる。 

本稿は、現在の国際的な議論や紛争解決を巡る学説・理論を整理した上で、WTO 酒税格差

事件での敗北から、国内の納税者と税務当局の対立を超えて、新しい多数国間紛争解決手続

への我が国の戦略を考察するものである。 

（税大ジャーナル編集部） 

キーワード：相互協議、税の安定性、デジタル課税、条約解釈、日本国憲法 

 
  

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式

見解を示すものではありません。 
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 本稿第３章及び第４章について、東京財団政策研究所の森信茂樹・研究主幹には、貴重な

情報・示唆とともに筆者への激励を頂いた。また、同研究所の岡直樹・研究員には、森信研

究主幹へのインタビューにあたり、協力を頂いた。両名に対し、ここに深謝の意を表する。 

 

はじめに 

 2021 年 10 月、OECD/G20 BEPS 包摂的

枠組みは、経済のデジタル化によって生じる

税制上の課題を解決するため２つの柱で合意

した(1)。第１の柱（市場国への新たな課税権

の配分）は、2023 年前半に多数国間条約の署

名、2024 年の発効が目標とされ、第２の柱（グ

ローバルミニマム課税）については、2022 年

に国内法改正、2023 年（一部は 2024 年）の

実施が予定されている(2)。第１の柱・第２の

柱ともに、税の安定性（Certainty）のため多

数国間紛争解決手続の導入が議論されている。 

 新しい多数国間紛争解決手続について、我

が国はどのように対応すべきか。納税者と税

務当局双方に何らかの戦略が必要ではないか。

古典的名著である岡崎久彦『戦略的思考とは

何か』は、島国で孤立した環境にある我が国

には、客観的情勢を無視して「いつかは神風

が吹く」と信じる楽観主義が根底にあり、経

験の乏しさからくる初心（うぶ）さにより戦

略的思考が欠如していると喝破する(3)。岡崎

は、兵書『孫子』の「彼れを知りて己を知れ

ば」(4)の言葉を引用しつつ、歴史と地政学に

基づき、現実的な分析に徹した国家戦略論を

展開する。孫子は、既に現代のビジネス書で

も多く取り上げられ、一般に知られるように

なったが、東洋を代表する軍事古典としても

詳細な研究がなされている(5)。 

 本稿は、国際課税の変動期にあって、納税

者と税務当局という二元対立を超えた戦略を

論じることを目的とする。戦略とは、相手の

意図を読みながら行う意思決定であり、国際

情勢を判断せずに我が国が一方的にどうする

かを決めて実行することではない(6)。そこで、

第１章で、現在のデジタル課税の議論の状況

と欧米という大国の動きを整理する。 

 次に、第２章にて、初歩的なゲーム理論を

用いて国内と国外の紛争解決手続の構造を分

析する。ゲーム理論については、かつて法学

サイドから、存在するはずのない経済的合理

人を前提とするもので現実の人間行動を説明

できないという批判があった(7)。しかしなが

ら、今やゲーム理論は、現実を説明する「理

学」として発展・成熟し、その理論を現実問

題へ実装する試みが進められている(8)。 

 第３章では、国際政治学の観点から、過去

に日本が敗北した WTO 酒税格差事件の事例

研究を行う。過去の敗北の研究は、新しい戦

略立案のためのオーソドックスな方法といえ

る(9)。WTO の紛争解決手続は、かつて「司法

化」（紛争解決のための第三者への権限委譲）

の成功モデルとされており(10)、第１の柱の紛

争解決手続と類似した点がある。第４章にお

いて、酒税格差事件の教訓を基に、デジタル

課税の多数国間紛争解決手続における戦略を

立てる。 

 これまで国際課税では、伝統的に法学的ア

プローチが主流であり、租税条約の源流をも

つ欧州において紛争解決に関する多くの先行

研究がある。その定説は、相互協議には合意

に至る義務がなく国内争訟手続に比べ納税者

の権利保障が不十分であるから、それを強化

し、義務的仲裁を導入することが必要という

ものである(11)。しかし、単にこれらの欧州の

見解を借用又は輸入するだけでは、我が国は

新しい紛争解決ゲームにおいて敗北するであ
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ろう。これが本稿の問題意識である。 

 本稿は、令和５（2023）年２月末時点の情

報に基づく。文中では様々な時間軸を行き来

することから、欧州共同体（European 

Community: EC）や欧州連合（European 

Union: EU）をまとめて「欧州」と表記する。

なお、本稿は、実務上の課題に一つの解を出

そうとする論説であって学術研究論文ではな

い。よって、一般に学術研究論文に不適とさ

れる文献（ビジネス書や新書、電子書籍、各

種機関のインターネット情報等）も引用する。

文中の意見は、全て筆者の個人的見解である。 

 

第１章 国際情勢：相互協議とデジタル課税

の安定性 

 相互協議は、租税条約に基づく既存の国際

的な紛争解決手続である。第１の柱・第２の

柱いずれの新しい紛争解決メカニズムでも、

相互協議の枠組みが基礎となっている。本節

では、相互協議の位置付けを確認し、これに

基づき第１の柱・第２の柱の紛争解決手続を

概観する。 

 

１ 相互協議 

 相互協議とは、租税条約の規定（OECD モ

デル租税条約(12)では 25 条）に基づく、我が

国の権限ある当局と相手国等の権限ある当局

との協議をいう(13)。個別事案に係る相互協議

は国税庁相互協議室が行い、租税条約の一般

的解釈に係る相互協議は財務省主税局が行

う(14)。相互協議は、準外交的プロセスであ

り(15)、次の３類型に区分することが一般的で

ある(16)。 

(i) 個別事案協議：「条約の規定に適合しな

い課税」について、納税者の申立てによ

り開始される(17)。権限ある当局には交渉

の努力義務が課されるのみで、合意に至

る義務はない(18)。また、当該合意は、納

税者の個別事案を解決するために行わ

れ、公表されず、他の事案の先例とはさ

れない(19)。 

(ii) 解釈適用協議：権限ある当局が租税条

約の「解釈又は適用」に関する「困難又

は疑義」を解決する必要性を認識した場

合に、相手国等の権限ある当局へ協議を

申し入れることによって行われる(20)。上

記の個別事案協議とは異なり、協議開始

につき必ずしも納税者からの申立てを

前提としていない。 

(iii) 立法的解決協議：「条約に定めのない

場合における二重課税を除去する」ため

の協議である(21)。学説等によれば、租税

条約の空白を埋める役割を有する(22)。こ

の協議は、前の２類型とは異なり、権限

ある当局による交渉の努力義務も規定

されていない。 

 仲裁は、(i)個別事案協議を補完する手続と

して、2008 年に OECD モデル租税条約 25 条

５項に導入された(23)。仲裁とは、相互協議で

合意に至らない場合に、一定の条件下で独立

した第三者が拘束力のある決定を行うもので

あり、その意味で司法化された手続である。

しかし、義務的かつ拘束力のある仲裁に対し

ては途上国を中心に根強い反対があり、世界

的に広く普及しているとはいえない。例えば、

BEPS 防止措置実施条約(24)では、仲裁規定は

各国の選択に基づき適用されることとなって

おり、制度の導入そのものが任意である(25)。 

 税務当局は相互協議の合意に拘束される

が(26)、納税者は、その合意に拘束されず国内

法による救済措置も選択できる(27)。仲裁決定

も、紛争当事者である両締約国の権限ある当

局を拘束するが、原則として納税者は拘束し

ない。 

 複数の国が関与する案件を解決するための

多数国間相互協議は、前述の(i)個別事案協議

について二国間協議を組み合わせることによ

り実現可能である(28)。多数国間相互協議につ

いては、OECD 事務局が 2023 年２月にマ

ニュアルを公表した(29)。このマニュアルは、
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加盟国に対して拘束力を有しないが、多数国

間相互協議及び事前確認の法的根拠等を明ら

かにし、その手続について税務当局や納税者

にガイダンスを提供するものである。多数国

間事案の例として、移転価格のみならず、恒

久的施設への帰属所得や二重居住又は多重居

住が挙げられている(30)。マニュアルとしては

画期的で有用であるが、その真価は実践にお

いて問われていくことになるであろう。 

 

２ 第１の柱・パネルシステム 

 第１の柱の多数国間紛争解決手続は、

BEPS 包摂的枠組みが 2020 年 10 月に公表

した第１の柱に関する「青写真（Blueprint）」

で初めて具体的に示された(31)。この青写真で

は、利益 A とそれ以外に分けた上で、利益 A

に関する紛争を審査パネルと必要に応じて設

置される裁定パネルの２層構造により解決す

るとされた。裁定パネルは、第三者による拘

束力ある決定が行われる点で仲裁に類似した

司法的な手続である。 

 2022 年 7 月に OECD 事務局は「第１の柱

の利益 A に関する進捗報告書」を公表し(32)、

同年 10 月には「第１の柱の利益 A の管理及

び税の安定性の側面に関する進捗報告書」を

発表した(33)。この報告書で示された利益 A の

安定性メカニズムは、上述の青写真時点での

手続とは異なる点があることから、次段落以

降で詳しく分析する。なお、利益 A に「関連

する」紛争の安定性については、移転価格と

恒久的施設の帰属所得に関して権限ある当局

が相互協議を行い、相互協議を通じて解決で

きない場合に義務的で拘束力のある仕組みの

導入が検討されている(34)。また、第１の柱の

利益 B に関する紛争についても、既存の移転

価格税制のフレームを前提とするから、相互

協議や事前確認を通じて解決される見通しで

ある(35)。 

 2022 年 10 月時点での利益 A 安定性メカ

ニズムには、３つの類型がある(36)。 

・ Scope Certainty Review（範囲安定性

審査）：適用範囲外のグループに対して、

ある期間において利益Aのルールの範囲

外にあることを保証するプロセスであ

り、収益源のある法域が一方的にコンプ

ライアンス措置を取るリスクを排除す

るもの。 

・ Advance Certainty Review（事前安定

性審査）：利益 A に特有で、かつ関連性

のある新規則の適用に関する対象グル

ープ内の方法論に安定性を持たせるた

めのもの。 

・ Comprehensive Certainty Review（包

括的安定性審査）：適用範囲内のグルー

プに対し、標準化された共通文書パッケ

ージに基づき、終了した期間の新規則の

適用について多数国間の安定性を提供

するプロセス。その期間に適用される事

前安定性の結果を基礎とする。 

 この３つの類型における各々の審査パネル

は、主たる税務当局（グループの最終親会

社(37)の税務当局）が主導する相互協議に類似

した手続であり(38)、すべて拘束力のある裁定

パネルによってサポートされる(39)。裁定パネ

ルは、提示されなかった代替案を作成し選択

することや、解決のために提出された特定の

問題以外についてコメントする裁量権を有し

ない(40)。裁定パネルがどの案も過半数で支持

しなかった場合、議長は、パネルメンバーに

対して全ての代替案を優先順位付けするよう

求めるとされる(41)。なお、裁定パネルの構成

は、未だ合意されていない(42)。また、税の安

定性フレームワークをサポートするために専

門事務局が設置されるが、当該事務局の設置

場所や職員構成は決まっていない(43)。 

 利益Aの対象となる企業グループがその適

用について安定性を要求しない場合でも、複

数の税務当局は多数国間で調整した審査を通

じて共通のアプローチに合意する可能性があ

る(44)。このことから、利益 A の対象となる企
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業グループは、事実上この紛争解決手続に関

わらざるを得ない設計になると考えられる。 

 しかしながら、上述の進捗報告書は、

OECD 事務局によって作成されたもので

あって、BEPS 包摂的枠組みや租税委員会又

はその補助機関の総意を表してはいない(45)。

現時点では、本稿の冒頭「はじめに」で紹介

した 2021 年 10 月の声明以降、政治的な合意

文書は出されていない状況である(46)。このよ

うな経緯から、筆者は、2022 年のこれらの

OECD 事務局案が政治的合意を得て条文化

されるとは考えていないが、本稿は制度論で

はなく戦略論であるので、事務局案を基に情

勢把握を行う。 

 

３ 第２の柱・GloBE 紛争解決 

 第２の柱の GloBE ルールに、安定性メカ

ニズムの導入が議論されるようになったのは、

2022 年３月の OECD 事務局による GloBE

コメンタリー公表以降である(47)。第２の柱の

GloBE ルールは、その導入を希望する国・地

域が、自国の国内法ルールを整合的かつ協調

的に実施し適用するものであるが、各国間の

解釈や適用に差異が生じ、二国間及び多数国

間の紛争が発生する可能性があると指摘され

るようになった。具体的には、親会社所在地

国の所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 

IIR)と子会社所在地国の軽課税支払ルール

（ Undertaxed Payment [or Profit] Rule: 

UTPR）について各国が異なる解釈をした場

合の二重課税や、ある国が採用しているグロ

ーバルミニマム課税が他の国にとっては第２

の柱に沿ったものではない場合等が挙げられ

ている(48)。 

 2022 年 12 月に OECD がパブリックコメ

ントに向けて公表した文書(49)では、GloBE ル

ールの解釈の相違によって紛争が生じうると

し(50)、紛争「防止」メカニズムとして、レビュ

ープロセスや国際的コンプライアンス確認プ

ロ グ ラ ム （ International Compliance 

Assurance Program: ICAP）の活用、事前確

認（APA）類似の仕組みの導入が検討されて

いる。一方、実際に発生した紛争については、

その解決に利用可能な手段として、次の４つ

を挙げている(51)。 

① 多数国間条約の策定 

② 税務行政執行共助条約(52)に基づく協

議 

③ 既存の租税条約（相互協議） 

④ 国内法における紛争解決条項の立法 

 このうち①については、GloBE ルールは、

条約締結に関する議会手続等を考慮する

と(53)、多数国間条約に組み込まれることはな

く、当面は国内法で実施されるとする意見が

一般的である。そこで、①の代わりに、OECD

事務局は、②～④を一連のものとした多数国

間紛争解決メカニズムを提案する。具体的に

は、②の税務行政執行共助条約に基づき

GloBE ルールに関する紛争について権限あ

る当局による協議を行うこととし(54)、国内法

において③納税者による協議の申立て及び④

協議の実施措置を規定する(55)という構造に

なっている。 

 この事務局案は、欧州の有力な法学者の提

言が基になっている(56)。その提言では、相互

協議の立法的解決協議は、GloBE 紛争を誠実

に解決しようとする義務（commitment）を

締約国に課すものと解釈でき(57)、（これまで

の通説に反し、個別事案協議ではなくて）立

法的解決協議によっても多数国間相互協議は

可能であるとする(58)。また、租税条約上、立

法的解決協議は納税者が申立てを行う規定と

なっていないが、「実務上、納税者が行った要

請に基づくことが多い」から、国内法で措置

することによって、納税者から申立てを行う

ことができるとする(59)。そして、互恵主義の

原則に基づいて、このような規定を各国がミ

ラー立法(60)で導入することは、条約法に関す

るウィーン条約（以下、「条約法条約」という。）

31 条３項（b）の「事後の慣行（subsequent 
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practice）」とされるという(61)。なお、「事後の

慣行」とは、当事国がどのように条約を適用

してきたかということであり、条約解釈にあ

たって文脈とともに考慮すべきものの一つで

ある(62)。 

 条約法条約は、（諸説あるが）租税条約の解

釈についても適用される。現在、上述の

GloBE 紛争解決メカニズムを提案した法学

者らが要職を務める IFA（ International 

Fiscal Association、国際租税協会）において、

『条約法条約に基づく租税条約の解釈』の出

版作業が進められている(63)。同書は、租税条

約の解釈に関する基本原則を再検討し、租税

条約実務と条約法条約の定める原則との整合

性を強化するためのガイダンスである(64)。執

筆者は、欧州租税法界（英国・豪州等を含む）

の錚々たる面々であり、同書の見解が国際課

税における条約解釈の定説とされていくであ

ろう。 

 国際法上のあらゆる分野で、条約法条約は

条約解釈の基本となっている。WTO でも同

様であり、その紛争解決手続において、パネ

ルと上級委員会は解釈に関する国際法上の慣

習的規則（条約法条約を含む）に従って WTO

協定の解釈を行う(65)。しかし、第３章１(2)で

後述するように、米国通商代表部（United 

States Trade Representative: USTR）は、「上

級委員会は条約法条約に基づき不当に権威あ

る解釈を行っている」と批判している(66)。 

 条約解釈を巡っては、その手法が国内法制

度における法律文書や法解釈のルールとは異

なっていることから(67)、「条約解釈は、科学で

はなく技（Treaty interpretation is an art not 

a science）」という有名な格言が存在する(68)。

欧州は、一つの文章、一つの神託、一つの条

約をどのように解釈するかが、民族や数々の

帝国全体の命運を左右してきたという歴史を

持つがゆえに(69)、条約解釈については比類な

き技を持っている(70)。筆者は、欧州が条約法

条約に基づく解釈を示すときは、自らの「有

権解釈」により世界のルール形成を行おうと

する思惑があると考えている(71)。 

 

４ 小括 

 第１の柱・第２の柱ともに、紛争解決手続

の設計については議論が続けられており、骨

格は固まっていない。常に動的な状態である

ため、現時点で詳細を分析することは困難で

あるが、大枠として次のような構造になると

推測する。 

・ 第１の柱では、第一審が多数国間相互

協議の発展形である審査パネル、第二審

が仲裁に類似した裁定パネルとなる。対

象となる少数のグローバル大企業は、安

定性メカニズムに関与することが事実

上求められる。 

・ 第２の柱では、第１の柱のように個別

企業（事案）を起点としながらも、条約

もしくは GloBE モデルルールと国内法

の解釈、突き詰めると我が国の法人税制

に対象が及ぶ(72)。 

 その上で、第１の柱・第２の柱の紛争解決

手続については、従来の移転価格に係る相互

協議に比べ、最終親会社とその子会社間の情

報の非対称性が大きいという特徴がある。移

転価格の紛争は基本的に二国間であり、（連鎖

のパターンはあるが）両国に存在する関連者

間取引の金額の妥当性が争点となる。ほとん

どの場合、子会社側にも一定の取引記録は残

されている。これに対し、第１の柱・第２の

柱で課税金額を確定させるためには、多国籍

企業グループ全体の網羅的な関連情報が必要

であり、実質的に最終親会社以外では金額の

計算が不可能である。したがって、第１の柱・

第２の柱の紛争解決手続ともに、おそらく他

の国・地域から最終親会社に対して情報提供

を要求する設計がなされると考えられる。こ

のため、最終親会社の事務負担は、移転価格

に係る相互協議よりも重くなるであろう。 
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第２章 納税者と税務当局のジレンマ 

 法学的アプローチでは、納税者と税務当局

は対立するものとして描かれがちであるが、

相互協議の実務上、それは誤解である。その

誤解を解くにあたり、ミクロ経済学の一分野

であるゲーム理論は最適の方法である。本章

では、ゲーム理論の基礎を用いて、国内の税

務訴訟と相互協議を含む国際的な紛争解決手

続の構造的な差異を理解することとする。 

 ゲーム理論は、国際的な利害対立と協力を

分析するツールとして、国際関係論において

広く応用されてきた。そこでは、主権国家を

プレイヤーとし、国際協力は国家間の囚人の

ジレンマゲームとしてモデル化されることが

多い。そのため、国際関係論においては、もっ

ぱら政策協調や機構・制度の文脈でゲーム理

論が分析ツールとなる(73)。国際課税において

も同様に、ゲーム理論は政策協調の文脈で分

析に用いられる。例えば、国家間の囚人のジ

レンマが有害な租税競争を引き起こしている

と指摘する研究(74)や、租税条約は課税権の配

分に関する妥協点を成文化することにより国

家間のゲームを調整しているという分析(75)

等がある。 

 ゲーム理論を用いて国際課税の紛争解決手

続を分析したのは、筆者が知る限り、米国コ

ーネル大学ロースクールのグリーン教授によ

る 1998 年の論文が初めてである(76)。グリー

ン教授は、ゲーム理論を含む学際的な方法を

「反法学的アプローチ」として採用し、国際

貿易体制は国家間の囚人のジレンマ状態にあ

り、法治主義的な紛争解決システムは国際協

力を促進しているが、その利益・コストを考

慮すると必ずしも租税条約の下では応用モデ

ルとはならないと論じた。以降、国際課税の

紛争解決手続の分析ツールとしてゲーム理論

が注目され(77)、最近でも、最終提案型仲裁の

導入がどのように相互協議を改善するかを、

ゲーム理論的なアプローチで検証した文献が

ある(78)。しかし、この文献に高い新規性があ

るとはいえない。なぜなら、最終提案型仲裁

については、租税条約以外の分野でゲーム理

論を応用した数多くの研究があるからであ

る(79)。 

 それまで国家同士をプレイヤーとしていた

のを、相互協議における納税者と税務当局を

プレイヤーとしてゲーム理論的考察を行った

のが英国アバディーン大学のサイ講師であ

る(80)。サイ講師は、契約理論を用いて、納税

者を依頼人（プリンシパル）とし、税務当局

を代理人（エージェント）とする。しかし、

筆者は、相互協議の納税者・税務当局間に契

約理論を応用することはできないと考える。

なぜなら、国によって異なるものの、少なく

とも我が国の相互協議では、国税庁は他国の

ように手数料を申立者から徴することはなく、

制度の建付けからも納税者と税務当局の間に

契約（代理）関係はないからである。もっと

も、相互協議の申立てを行うにあたり、納税

者は法律事務所や会計事務所等と契約を交わ

して報酬を支払うことが通常であるから、納

税者とその代理人（法律・会計事務所等）と

の間では契約理論の適用はありうる。 

 本章は、以上の先行研究に影響を受けつつ

も、相互協議において納税者と税務当局をそ

れぞれ独立のプレイヤーとし、双方が囚人の

ジレンマにあることを論じる点で特色がある。 

 

１ ゲーム理論の基礎 

 国際的にみても、我が国におけるゲーム理

論の研究活動は活発であり、日本語による良

質な文献を数多く入手できるという恵まれた

環境にある。その中で、最も一般的といえる

経済学者・岡田章による入門書(81)を基に、本

節ではゲーム理論の基礎を確認する。 

(1) 基本用語 

 ゲーム理論の要素は、プレイヤー・戦略・

利得の３つである。利得は、戦略を選択した

結果、各プレイヤーが得る利益（又は損失＝

マイナスの利益）を数値で表したものである。
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単純に金銭の場合もあれば、心理的な満足・

不満足を数値化したもの、国益、確率を含め

た期待利得ということもある(82)。 

 ゲームの類型の１つに、ゼロサムゲームが

ある。ゼロサムゲームは、囲碁や将棋、スポ

ーツのように勝ち負けを競うゲームが代表的

であり、プレイヤーの目的が完全に対立する。

そこでは、自分の利得が増加すればその分だ

け相手の利得が減少し、プレイヤーA と B の

利得の合計は常にゼロである(83)。したがって、

プレイヤーは、相手に最小（最悪）の利得を

与える戦略を選ぶ。この戦略が自分の利得を

最大化するからである。 

 一方、非ゼロサムゲームでは、プレイヤー

の利害は完全に対立することはなく、自分の

利得と相手の利得の合計が一定値にならない。

そのため、利害の対立と協力の可能性が混在

する。非ゼロサムゲームにおいて、囚人のジ

レンマが発生する。 

(2) 囚人のジレンマ 

 囚人のジレンマとは、個々のプレイヤーが

自分にとって利得の大きい戦略を選び、相手

と協力した場合よりも悪い結果（利得）を招

いてしまうことをいう。そのモデルとなるゲ

ームでは、囚人にとって相手がどの戦略をと

ろうとも、「自白」の戦略の利得は「黙秘」の

戦略の利得より大きいので、「自白」は「黙秘」

を支配する戦略である。したがって、囚人２

人とも「自白」の戦略を選んでしまう（この

戦略の組合せがナッシュ均衡点(84)となる）。

しかし、もし囚人が互いに協力して戦略を選

択できるならば、ともに「黙秘」の戦略を選

んだ方が２人の利得は大きい。なお、実際は

「黙秘」が「協力」を、「自白」が「非協力（裏

切り）」の選択を意味する。 

(3) 繰り返しゲーム 

 囚人のジレンマでは、少なくとも１回だけ

のプレイであれば、プレイヤーは裏切りを選

択することが合理的である。しかし、あるゲ

ームが１回のプレイだけで終わらない「繰り

返しゲーム」では、プレイヤーによる自発的

な協力が発生する。 

 協力（cooperation）の行動を C、裏切り

（defection）の行動を D で表すと、繰り返し

ゲームにおける戦略の代表例として次の４つ

がある(85)。 

① All－C：いつも C をとる。相手に裏切

られても毎回協力するので、お人好しな

行動パターンである。 

② All－D：いつも D をとる。いつも協力

しない非協力の行動パターンである。 

③ トリガー：最初は協力し、２回目以後

も自分と相手がともに協力する限り協

力するが、一度でも一方が裏切ったら、

以後は協力しない行動パターンである。

トリガー（trigger）は「引き金」という

意味で、２人の協力関係が一度でも崩れ

たらそれが引き金となって、以後は将来

にわたって相手と協力しない。 

④ しっぺ返し：トリガー戦略と同じよう

に最初は協力するが、２回目以後は相手

に裏切られたらこちらも１回だけ裏切

る。しかし、相手が再び協力したらこち

らも協力に戻る。 

 様々な実験や研究により、繰り返しゲーム

では、③トリガー戦略又は④しっぺ返し戦略

に落ち着くとされる。ただし、④しっぺ返し

戦略では、裏切ったプレイヤーが被る長期的

な損失は、③トリガー戦略に比べて少ない。

このことから、将来も付き合いが続く可能性

が高い場合は、④しっぺ返し戦略のような弱

い処罰をもつ行動ルールでも協力が維持され

るが、そうでない場合は、プレイヤーは短期

的な利得の増加を優先する傾向がある(86)。 

(4) パレート最適 

 個人の利得が序数的効用で表されている場

合、集団合理性の概念として広く受け入れら

れているのが、パレート最適性である(87)。囚

人のジレンマで、ともに「黙秘」の戦略は、

ともに「自白」の戦略より２人の囚人にとっ
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て利得が大きい。このとき、ともに「黙秘」

の戦略は、ともに「自白」の戦略よりパレー

ト優位である。さらに、ともに「黙秘」の戦

略より２人の囚人が利得を大きくできる戦略

の組は他に存在しない。このとき、ともに「黙

秘」の戦略は、パレート最適であるという。

これは、社会全体（集団合理性）として望ま

しい状態である。 

 一方、囚人のジレンマの場合は、両方のプ

レイヤーにとって個人の利得が下がり、社会

全体としても望ましくない。この状態は、囚

人が個人合理的な戦略を選択するために発生

する(88)。囚人のジレンマは多くの社会的課題

でみられ、「いかに協力をさせてその解決を図

るか」について様々な学問分野で研究が行わ

れている(89)。 

 

２ 税務訴訟と国際紛争の構造的差異 

 本節では、前節のゲーム理論のフレームに

より税務訴訟と国際的な紛争解決手続のゲー

ム構造を分析し、各々の戦略を考察する。 

(1) ゼロサムゲームの税務訴訟 

 我が国の税務訴訟の大部分を占めるのは、

行政処分が違法であることを理由として、そ

の取消を求める取消訴訟である(90)。取消訴訟

は、不服申立前置が原則であり、税務署長の

処分に対しては、再調査決定と審査裁決の両

方を経た上で出訴するか、直接審査請求をし

てその裁決を経たうえで出訴することができ

る(91)。裁判では、争訟の対象は確定処分に

よって確定された税額（租税債務の内容）の

適否であるとする総額主義の下(92)、理由の差

替は訴訟における口頭弁論の終結時まで原則

として認められることになる。なお、行政訴

訟の中でも、税務訴訟では「合法性の原則」

により和解は行われていない(93)。 

 「合法性の原則」とは、租税法律主義の手

続的側面であり、法律の根拠なしに租税行政

庁は租税の減免・徴収猶予を行うことはでき

ず、また納税義務の内容や徴収の時期・方法

等について行政庁と納税義務者との間で和解

や協定を行うことは許されないとするもので

ある(94)。この原則の下、税務調査において納

税者と税務当局の間で事実認定や法解釈につ

いて見解の不一致がある場合、その対立関係

を維持したまま、問題の解決を裁判所に委ね

ることが一般的である(95)。 

 以上の性質から、税務訴訟はゼロサムゲー

ムであるといえる。簡単に言えば、勝訴した

側が得する分、敗訴した相手は損をする。戦

略は単純であり、相手の利得を最小化（＝自

分の利得を最大化）することである。そこに

は、ともに協力するという戦略は存在せず、

納税者と税務当局は常に対立することとなる。 

(2) 非ゼロサムゲームの国際紛争 

 では、国際的な紛争解決手続ではどうか。

相互協議を例にして分析する。我が国におい

ては、相互協議は、納税者が租税条約の規定

に基づき申立てを行うことから始まる(96)。納

税者の申立てを受け、国税庁は X 国の税務当

局と協議を行う。 

【例】 

 
 

 

日本（居住地国） X 国（源泉地国） 

X 国税務当局 国税庁 納税者 
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 このゲームの特徴は、納税者の利得が国税

庁とX国税務当局との協議により変動すると

いうことである。納税者の利得と国税庁の利

得の合計は一定値にならない。つまり、納税

者と国税庁の間は非ゼロサムゲームである。

したがって、国内の税務訴訟と同様に納税者

が国税庁に対して非協力の戦略をとっても、

必ずしも自己の利得が増えるとはいえない。

このゲームでは、納税者と国税庁は互いに協

力する（そして国税庁が X 国と交渉して利得

を大きくする）のが合理的な戦略である。し

かし、現状は、税務訴訟との誤ったアナロジ

ーにより非協力の戦略となることがある。こ

れは、相互協議における納税者と税務当局の

ジレンマである。なお、国税庁と X 国税務当

局の間はゲーム理論でいうところの交渉ゲー

ムとなり、交渉が決裂すると利得ゼロとなる。 

 ただし、１回だけの相互協議ではなく、事

前確認（ Advance Pricing Arrangement: 

APA）(97)であれば、納税者と税務当局の間に

自発的な協力が発生することが多い。現在、

移転価格に関する相互協議の多くが事前確認

事案となっており(98)、とりわけ数次の更新と

なる案件が年々増加している。OECD 移転価

格ガイドラインが「（二国間事前確認の）成功

のためには、そのプロセスは、非対立的、効

率的かつ実用的な方法で運営されるべきであ

り、すべての参加当事者の協力が必要（“to be 

successful, the process should be 

administered in a non-adversarial, efficient 

and practical fashion and requires the co-

operation of all the participating 

parties”）」(99)と明記しているとおり、事前確

認には、納税者と国税庁との間のみならず、

相手国税務当局との協力も不可欠となる。そ

の更新は、いわば３プレイヤーによる繰り返

しゲームの一種である。 

 しかしながら、他国の例であるが、一般に

事前確認が不成立となる最も多い理由は、納

税者が合意に至るのに十分な情報を提供しな

かったというものである(100)。情報不足とは、

税務当局が（受け取った情報に基づき）構造

や取引について疑問を呈した場合に、納税者

が要求された情報を提供できないか、回答し

ない場合を指す(101)。また、納税者と税務当局

が、ケースの事実関係や移転価格の考え方（例

えば、実際に行われた機能や使用された算定

方法等）について意見が一致しない場合にも、

合意に至らないことがある。 

 この点に関し、OECD 移転価格ガイドライ

ンは、「事前確認の交渉の成功には、関連企業

の協力が不可欠である。例えば、通常、関連

企業は、特定の事実と状況の下で最も合理的

と考えられる方法論を税務当局に提供するこ

とが期待される。また、関連企業は、提案の

合理性を裏付ける文書を提出する必要があ

る」(102)と指摘している。 

 

３ 小括 

 ゼロサムゲームである国内税務訴訟の戦略

を、非ゼロサムゲームである国際的な紛争解

決手続にも類推適用しようとするのは、致命

的な戦略の誤りである。国際的な紛争解決手

続では、国内においては、納税者と（居住地

国の）税務当局はともに協力することが大前

提となる。居住地国の税務当局が、相手国と

交渉を行って納税者と税務当局の双方の利得

を増加させることがパレート優位であり、社

会的に望ましい状態に近づく。 

 

第３章 事例研究：WTO 酒税格差事件 

 本章では、WTO 酒税格差事件を事例研究

として取り上げる。WTO は多数国間条約に

基づいて設立され、我が国の税制では、酒税

法の税率格差がその紛争解決手続の対象と

なった。日本がどのようにして敗北したかを

学ぶことは、多数国間紛争解決における戦略

立案の参考となる。また、WTO 紛争解決手続

は、パネル（小委員会とも呼ばれる）と上級

委員会の２層構造になっていることから、特
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に第１の柱の紛争解決メカニズムとの類似性

が高い。 

 まず WTO の概要と現在の状況について整

理し、次に酒税格差事件の経過を追うことと

する。なお、事例研究には選択バイアスが生

じるリスクがあるが、筆者が知る限り、司法

化された多数国間紛争解決手続で我が国の税

制（執行を含む）が対象となったのは、酒税

格差事件のみである。 

 

１ WTO の概要 

(1) 多数国間の紛争解決手続 

 世界貿易機関（World Trade Organization: 

WTO）は、1995 年１月１日にスイスのジュ

ネーブに設立された国際機関である (103)。

WTO は、WTO 協定の実施・運用を行うとと

もに、貿易ルールの国際的な交渉の場となっ

ている。しかし、貿易ルールの策定について

は、近年は WTO での議論や交渉は膠着状態

となっており、多くの国が二国間以上の自由

貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）を

重視するようになっている(104)。一方、紛争解

決手続では、1995 年の設立から 2023 年２月

末までに 600 件超の案件が付託されてお

り(105)、他の国際紛争処理手続に比べても比

較的多く利用されている。 

 WTO 紛争解決手続は、その加盟国が WTO

協定の実施に影響する他の加盟国の措置につ

いて申立てを行うことから始まる(106)。しか

し、実際には、ある国の措置に影響を受ける

産業や企業が自国政府（WTO 加盟国）に働き

かけをし、それを受けて当該加盟国が申立て

を行っている(107)。申立ては、協議要請の理由、

問題となっている措置及び申立ての法的根拠

を書面に示して相手側に送付するとともに、

WTO 紛争解決機関（Dispute Settlement 

Body: DSB）に通知を行うことで成立する(108)。

紛争の当事国は問題解決のため協議に入るが、

一定期間内に紛争が解決できなかった場合に

は、申立国はパネルに紛争を付託することが

できる(109)。当事国は、パネルの判断に不満が

ある場合には、更に上級委員会に申立てをす

ることができる。パネル又は上級委員会の報

告書は、DSB によって勧告又は裁定という形

で採択される。 

 第一審となるパネルは、事件ごとに３名の

個人の資格で職務を遂行する委員で構成され

る(110)。上訴審となる上級委員会では、最長で

２期・８年任期の専門家７名が委員として任

命され、うち抽選で選ばれた３人が部を構成

して１件の審理を担当する(111)。上級委員会

は、パネル報告書の法的問題及び法的解釈の

みを審理することができる(112)。 

 現在、国際司法裁判所（ International 

Court of Justice: ICJ）裁判官を務める岩沢

雄司は、WTO 紛争解決手続について、「当初

は調停に近いものだったが、徐々に変質し裁

判に近くなった（司法化）」と分析する(113)。

岩沢は、同手続の裁判的側面として、強制管

轄権、審理方法（書面・口頭手続）、法を適用

して法的認定を行うこと、認定において様々

な法技術が用いられること（立証責任、解釈

方法、先例の尊重）、上訴制度があること、採

択された報告が紛争当事国を拘束することな

どを挙げる(114)。また、WTO における紛争処

理は、他の国際組織における紛争処理と比較

しても、その手続の詳細さ、件数、実効性等

の点で際立っていると評する。加えて、日本

人として初めて上級委員会委員を務めた松下

満雄は、WTO 紛争解決手続には必然的に「勝

ち負け」があると述べている(115)。 

(2) 現在の危機 

 現在、WTO 紛争解決手続は危機に瀕して

いる。2017 年以降、米国は上級委員会に対す

る批判を強め、その委員の任命と再任を阻止

してきた。その結果、2019 年 12 月に上級委

員会は委員が全て不在となり、それ以降は麻

痺（機能停止）状態にある(116)。なお、パネル

での審議は引き続き行われている。 

 米国政府の上級委員会に対する懸念事項は、
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2020 年２月に発表された米国通商代表部

（USTR）の報告書に集約されている(117)。そ

の内容は多岐にわたるが、端的には、上級委

員会による権限踰越（overreach）を問題視し

ている(118)。同報告書によれば、上級委員会は、

米国や他の加盟国が同意していない権利や義

務を解釈により条文に読み込んで、WTO 協

定の「空白」を埋めようとしてきたという(119)。

米国は、上級委員会による司法積極主義は立

法の領域まで踏み込んでおり、米国憲法と民

主的制度の下では正当化されないと主張して

いる(120)。これらの米国の主張は、WTO 設立

当初から長年に渡って形成・蓄積されたもの

であり、議会では超党派で共有されている。 

 これに対し、欧州は、欧州統合の成功体験

から上級委員会をいわば超国家的な司法機関

へ格上げしようとする提案を行っている(121)。

この米国と欧州間の司法観の差が事態の収拾

を困難にし、上級委員会の機能に関する議論

は今も続いている。なお、国際課税において

も、義務的仲裁による主権喪失について欧州

は否定的な立場であり、そもそも主権喪失は

神話であるとする見解もある(122)。 

 このほか、米国が上級委員会の機能を停止

させた理由として、次の２つがあると考える。

一つは、大西洋案件である。WTO における米

国と欧州間の訴訟案件は一括して大西洋間案

件（Transatlantic issues）と呼ばれるが、大

国同士の勝負であるため、大西洋案件は複雑

化・困難化・長期化する傾向にあり、それが

更に問題を政治化させている。例えば、双方

の航空機大手エアバスとボーイングへの補助

金が問題となった大型民間航空機事件は、

2004 年頃から泥沼の争いをしてきたが、

WTO 紛争解決手続では処理できず、2021 年

の政治的合意により休戦状態となってい

る(123)。 

 もう一つの理由は、中国の台頭である。中

国は 2001 年に WTO に加盟し、その恩恵を

受けて米国に次ぐ世界第２位の経済大国にま

で成長した。今や WTO への出資額の第２位

は中国である(124)。先の米欧間の大型民間航

空機事件が休戦となったのも、独自の民間航

空機産業を急速に発展させている中国に対抗

するためといわれている(125)。 

 

２ 酒税格差事件 

(1) 概要と分析方法 

 酒税格差事件は、WTO の設立直後である

1995 年７月に我が国が初めて訴えられた案

件である。被告となる日本は、原告の欧米等

にパネル・上級委員会ともに敗北し、平成８

（1996）年 11 月の上級委員会による是正勧

告を受け、平成９年度と平成 10 年度の税制

改正の２度にわたってその対応を強いられる

こととなった。 

 本節では、事例研究の方法として過程追跡

法を採用する。主な参考文献は、財務総合政

策研究所『財政史』や国会議事録、国際政治

学の研究者・飯田敬輔による『法化と日本 

WTO 紛争処理の政治学』（2006 年）(126)であ

る。なお、過程追跡法は叙述的であるために、

ジャーナリスティックに過ぎるという批判が

付きまとう(127)。しかし、筆者は、酒税格差事

件の敗因を解明するためには、当時の人々が

どのように考え、動いていたのかを詳細に観

察することが必要と考える。 

 分析に先立ち、平成７（1995）年から平成

９年（1997）年は、我が国にとって混乱の時

代であったことを記しておく。平成７年は、

１月に阪神・淡路大震災、同年３月に地下鉄

サリン事件が発生した。平成８年１月には村

山首相が辞職し、その後、自民党総裁であっ

た橋本龍太郎を首班とする内閣が発足したが、

同年６月までの通常国会は「住専国会」と呼

ばれ、住宅金融専門会社の不良債権処理につ

いて公的資金投入の審議が紛糾した(128)。平

成９年４月には消費税率の引上げが行われ、

同年７月にはアジア通貨危機が発生している。

このような時代背景は、条約解釈では一切出
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てこないが（事実、WTO パネル報告では我が

国の立法過程への無関心さが読み取れる）、２

度の税制改正に政治的な困難が伴ったことは

推察できる(129)。 

(2) 提訴から是正勧告まで 

 昭和 62（1987）年、WTO の前身であるガッ

トのパネルは、日本の酒税法が輸入酒類に対

して国産酒類よりも高い税率を課しており、

内国民待遇原則に違反していると認定した。

我が国は酒税格差を改善するため、平成元

（1989）年度に酒税法抜本改正を行い、平成

６年（1994）度にも酒税法改正を実施した(130)。 

 しかし、それでも欧州蒸留酒業界の不満は

燻り続け、平成７（1995）年６月、欧州（当

時は EC）は、改正後の酒税法が依然として

内国民待遇原則に違反していると主張し、そ

の年の１月に設立されたばかりの WTO に協

議を要請した。また、米国とカナダもこれに

続いた。しかし、協議は不調に終わり、欧州・

米国・カナダはパネルの設置を要請し、同年

10 月に統一パネルが設置された。 

 WTO 及びガットの大原則は内国民待遇で

ある。これは、輸入品に対して同種の国産品

より不利でない待遇を与えることであり、輸

入品と国産品の無差別を意味する(131)。内国

税に関する無差別（ガット３条２項）に関し

て争点となったのは、ウイスキー・ウォッカ・

ジンなどの蒸留酒と焼酎は、「同種の産品」又

は「直接的競争産品」といえるかどうかであっ

た。輸入品と国産品が「同種の産品」である

場合には、内国税に僅かでも差があれば３条

２項に反する。これに対して、「直接的競争産

品」の間では、輸入品が国産品と同様に課税

されない場合に３条２項に反する(132)。ここ

では僅かな差は許される。 

 平成８（1996）年１月から２月にかけて、

パネルにおいて当事者による口頭弁論が行わ

れた。内国税に関する産品の同種性の認定に

ついて、日本は目的効果アプローチを主張し

た。目的効果アプローチでは、産品の同種性

の判断にあたって、産品の最終用途等の客観

的基準だけでなく、措置の目的又は効果が国

内生産に保護を与えるものかを併せて検討し、

国内生産に保護を与えるものではない場合に

は産品の同種性を否定する(133)。我が国は、目

的効果アプローチに基づき、立法趣旨や社会

政策論等の様々な観点から、「酒税法は国内産

品を保護する目的も効果もない」(134)と主張

した。これに対し、欧州は二段階アプローチ

を主張した。二段階アプローチでは、第１に

産品の最終用途等を基準に同種の産品かを判

断し、第２に輸入品に対し同種の国産品より

不利な待遇が与えられているかを判断する 
(135)。 

 また、我が国は、原告側の税制も日本側の

税制と同様に問題があるとも主張した(136)。

これは、「自分のことを棚に上げて他人を批判

する」という戦法であったが(137)、原告側はパ

ネルに対し、これらの申立てを無関係あるい

は本紛争の付託事項の範囲外として却下する

よう求め、実際に付託事項外として退けられ

た(138)。 

 国内では、焼酎製造業者は現行制度の維持

を強く主張する一方で、国内ウイスキーメー

カーは逆に欧州の主張を支持していた。さら

に、税率調整の方法については厳しい経済状

況下で調整が難航した(139)。当時の主税局長

であった薄井信明は、次のように述べてい

る(140)。 

外国との交渉ですから、本来なら国内

が一枚岩でなければならないのですが、

本件はやや違ったところがありました。

もちろん、焼酎の関係者からは、業界の

死活問題である、欧米の主張を論破して

現行制度を堅持してほしい、との熱い期

待が寄せられました。また、税制を担当

する私どもとしても、長い歴史をもつ日

本の酒税制度は、焼酎の伝統的な生産・

消費実態を踏まえて組み立てられてお
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り、沿革的にも決してウイスキーの輸入

阻止のために考えた制度ではありませ

んから、十分に理論武装して WTO に臨

みました。ところが、日本のマスコミの

論調はかなり醒めたものが多く、日本は

外国に自動車やテレビなど多くの工業

製品を輸出しているのだから、酒税の格

差是正は避けて通れないだろうといっ

た空気なのです。（略） 

 平成８（1996）年７月、パネルから最終報

告が出された。パネルは、ほぼすべての論点

について欧州側に立った。欧州が主張した二

段階アプローチに基づき、ウォッカと焼酎は

「同種の産品」であり、ウォッカ以外のウイ

スキーやブランデーなどは少なくとも焼酎と

「直接的競争産品」であるとした。なお、パ

ネルは、内国民待遇違反を認定するために必

要でないとして目的効果アプローチは採用し

なかった(141)。日本政府は上級委員会に申立

てをしたが、裁定は覆らず、平成８（1996）

年 11 月に是正勧告が出された(142)。 

 この敗因について、翌年の通常国会では厳

しい質疑が行われた。以下、平成９年２月 26

日衆議院大蔵委員会の会議録を引用する(143)。 

〇川内委員（注：川内博史・衆議院議員） 

（略）先ほど主税局長からいろいろ言い

わけがありましたけれども、パネリスト

に対して説得ができなかった、ウイスキ

ーとしょうちゅうは全然違うというこ

とをしっかりと認識をしていただけな

かったというのは、説得の技術が下手

だった、あるいは情報量が相手に劣って

いた、いろいろな理由が考えられると思

います。それが敗因の分析ということで

す。主税局長、もう一度敗因の分析をお

願いします。 

〇薄井政府委員（注：薄井信明・大蔵省

主税局長） WTO という国際機関の場

で、私ども有力な一員として構成されて

いる者として、私どもは、その協定で許

されるすべてのことをさせていただき

ましたし、説明も説得も全力を挙げてさ

せていただきました。結論的には負けた

という表現になるのかと思いますが、そ

の点については力が足りなかったと言

わざるを得ないと思います。（略） 

〇川内委員 （略）大蔵省さんも、酒税

がネットで減収になって、痛いわけです

よ(144)。だれも得をしない。このパネルで

負けだということは、大きな国益を損

なったのだ。このパネリスト三人にちゃ

んと日本の立場、そういうものを理解し

ていただくことができれば、国益が損な

われることはなかった。そういう意味で、

仕方なかったということで済まされた

のでは、我々はやっていられない。 

 では、何のために、そのパネルのため

にヨーロッパに税金を使って何回も行

くのですか。資料を集めるのですか。一

生懸命やったけれども、負けたから仕方

ないでは、大蔵大臣、済まないのじゃな

いでしょうか。ぜひ大蔵大臣から、しょ

うちゅうの業者さんや消費者に対して、

一言何かお願いいたします。ごめんなさ

いと言ってください。 

〇薄井政府委員 先に一言申し上げま

すが、私は仕方がなかったとは申し上げ

ておりません。極めて残念であったとい

うことでございまして、私どもの力のな

さを恥じるわけでございます。申しわけ

なかったと思います。全力を挙げて頑

張ったつもりですし、私を初め私どもの

職員は、それこそ寝る暇もないほど通い

詰めたわけでございます。しかし、そち

らの皆様がおっしゃるように、矛がおさ

まらなかったということは事実でござ

います。 

 ただし、先ほど申し上げましたように、

WTO の有力な一員として今後とも活躍
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していかなければならない日本として、

この決定は受けとめざるを得ないとい

うことは、申しわけないと思います。 

〇三塚国務大臣（注：三塚博・大蔵大臣） 

その経過は、主税局長、大分旅費はかか

りましたけれども、WTO に何回も行き、

イングランドにも何回も行き、英国政府

とも頑張りました。同等のものであるの

であるから、ひとつ理解を得たい。それ

でいろいろな案を出しながらやったわ

けですが、提訴されまして、パネルの中

でその提案理由、また我が国の立場、同

情しつつも経済大国であるということ

も、これは私の分析ですが、ハンディー

に相なったな、このように思います。（略） 

 しかし、それはそれとしても、極めて

残念なことで、地域において粒々辛苦日

本のしょうちゅうとしてこれを育成し、

今日のポジションを得た皆様方に、大変

遺憾であるし、力足らずは、私は率直に

おわびしなければいけないのかな、結果

が結果でありますから、そういうことに

なります。 

 それと、これに異を唱えることは、有

力な、G７の一角を占めておる日本でご

ざいますから、決定には従う。こういう

ことで、そのつらさはしっかりと次回へ

の展望に生かしていただくということ

であろうと思うし、そういう点で、精

いっぱい地域対策について頑張ってい

ただけますように措置をしたわけであ

りますが、アメリカさんがまた何だと

言っているわけでありまして、しかし、

これこそバイの交渉でありますから、同

盟国、時に我が国の地元中企業、零細な

方もおります、こういうことについて理

解を求めながら決着をしていかなけれ

ばならない、こう思っております。 

(3) 合意の履行（２度の税制改正） 

 焼酎生産地域（主に九州）選出の国会議員

からの反発は強かったが、調整が進めら

れ(145)、我が国で税率調整を直ちに行うと焼

酎製造業者への打撃が大きいことから、移行

期間を設けることになった。その移行期間を

４年間（平成 13 年 10 月）、WTO 勧告の翌月

を起点とすると４年８か月間としたことに対

して、米国が強い不満を示した(146)。 

 WTO 協定では、原則として「勧告実施まで

の期間は勧告から 15 カ月とする」とされて

おり、その期限は平成 10（1998）年２月１日

であった(147)。ただし、特別な事情があるとき

はその延期が可能であり、政府は英国・欧州

とは移行期間について合意に達したことから、

米国・カナダとは協議中の段階で平成９年度

税制改正法案を国会へ提出した。しかし、日

本は、平成８（1996）年の年末までに米国と

合意に達することができなかった。これに関

して、当時の薄井主税局長は、「アメリカ交渉

団は USTR に雇われた国際法専門の弁護士

ばかりであり、一人も税法の専門家はおらず、

日本の『酒税法』がどういう考え方でつくら

れているかには全く関心がなかった」と回顧

し、この問題が国家間の通商上の利害衝突で

あり、単に税制だけの問題ではないことを再

確認したと述べている(148)。 

 平成９（1997）年１月、米国は WTO に実

施期間に関する仲裁を求めた(149)。これに対

し、日本は、立法日程や消費税率引上げとの

同時期等の「特殊事情」により延期が必要で

あると主張した(150)。仲裁人は同年２月に当

事者全員と面談した上で(151)、標準的な合理

的期間の 15 ヶ月が適切であると裁定した。

米国通商代表部（USTR）はこの裁定を歓迎

するコメントを発し、ある貿易担当の政府高

官は、日本が WTO の「Leading signatory（主

要な署名国）」であることが重要だと述べた

(152)。仲裁人の裁定は、既に国会で審議されて

いた税制改正法案と齟齬があったため、大蔵
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省は米国との妥協点を探ろうとし、平成９

（1997）年６月・９月・11 月とハイレベル会

談を実施したが、ほとんど進展はなかった。

米国はこの段階で、経済的な報復の可能性を

明確に示した(153)。 

 最終的に局面が動いたのは、平成 10 年度

の税制改正作業が大詰めを迎える平成９

（1997）年 12 月中旬のことであった。つい

に日本側が「酒税法改正の実施時期を前倒し

する」ことを申し出て、合意に至った(154)。こ

うして、WTO 酒税格差事件は決着した。本節

の最後に、薄井の回想を再び引用する(155)。 

 EU、アメリカ、カナダは、「日本の酒

税法がアルコール度数に税金の重さが

リンクしていないこと自体、信じられな

い」、「蒸留酒だけに絞ってみても、ウイ

スキー、ウォッカなどの欧米産の酒に重

い税をかけ、同じ蒸留酒である国産の焼

酎には低い税しかかけないのは、輸入を

阻害して国産品を守るための措置に違

いない」と本気で思っていたようです。

結局、欧米型の酒税法の考え方がスタン

ダードとされ、蒸留酒という限られた世

界についての判断でしたが、「日本の酒

税制度はおかしい、速やかに改正すべき

である」ということになってしまいまし

た。 

３ 小括：敗北の意味 

 争点となった当時の酒税法は、我が国にお

ける酒税の長い歴史を背景に、その伝統的な

考え方を反映したものであった。しかし、

WTO の勧告・裁定に基づく国内措置は、酒税

法の趣旨を根本から変えることになった。酒

税格差事件については多くの論評があるため、

ここでは多数国間紛争解決で負けることの意

味について考察する。 

 酒税格差事件で敗北した結果として、我が

国の酒税法は、WTO の上級委員会による勧

告・裁定に従って改廃されることとなっ

た(156)。これを一般化すると、国際紛争解決手

続における勧告・裁決は国内法令を改廃する

ことができ、裁定者である国際機関あるいは

第三者は、敗訴国に対し消極的立法作用を持

つということになる。さらに、問題の核心は、

そのような立法作用が、多数国間条約によっ

て我が国の憲法秩序をすり抜けて法的効力を

有してしまうことにある。（以下、違憲審査制

とその範囲について論じるが、ここで憲法論

を展開することが本稿の目的ではないので、

最低限の条文と判例の確認に留める。） 

 我が国では、国会は国権の最高機関であっ

て、国の唯一の立法機関である(157)。しかし、

最高裁判所は違憲審査権を付与され、立法行

為をはじめとする国家行為について、それが

憲法に適合するかしないかを審査する(158)。

ただし、統治行為については、事柄の性質上、

司法審査から除外され、条約については、そ

れが一見極めて明白に違憲無効であると認め

られない限り、違憲審査権の範囲外にあ

る(159)。違憲判決がなされた場合には、国会で

の法律の改廃措置や行政機関による執行の差

し控えが当然に期待される。このような違憲

審査制は、国民の選挙に拠らない裁判官が国

会の民主的な多数意思を否定する側面がある

が、最高裁判所裁判官に対する国民審査制度

によって(160)、国民主権が担保されている。 

 しかしながら、これらは国内秩序であって、

条約に基づく第三者の勧告・裁定はその範囲

外である。条約の締結は、外国との間で法的

権利義務関係を設定すること、すなわち外国

に対して自国が法的義務に拘束されることを

約束する行為であり(161)、我が国は、締結した

条約及び確立された国際法規を誠実に遵守す

ることを必要とする(162)。また、条約法条約は、

26 条で「合意は守られなければならない」と

いう原則を確認した上で、同 27 条において

「条約の不履行を正当化する根拠として自国

の国内法を援用することができない」(163)と

している。 
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 以上により、我が国が締結した条約に基づ

く国際紛争解決機関の勧告・裁定には従わな

ければならないということが導き出される。

その結果、民主的統制がない国際機関又は第

三者が、消極的にではあるが、我が国の国家

主権である立法権を有してしまうことになる。

現在から見ると、米国が後年主張した論理に

従えば（第３章１(2)参照）、WTO 酒税格差事

件の勧告・裁定は、上級委員会による条約解

釈を通じた法の創造であり、我が国の立法主

権を侵害するものであったといえるのではな

いか。 

 しかし、日本は、米国のようにテーブルを

蹴って WTO を出ていくわけにはいかない。

元駐米大使の藤崎一郎は、米国の単独行動を

「米国だけができるワガママ」と評し、日本

は、戦前国際連盟を飛び出して坂道を転げ落

ちた轍を踏まえ、常に国際的な場には参加し

ていなければならないと述べる(164)。筆者も

同感である。我が国は、国際レジームの内側

で、酒税格差事件の苦い教訓、すなわち三塚

大蔵大臣が言うところの「つらさ」を学んで、

未来に生かさなければならない。 

 本章の最後に、法律論や国際関係とは別に、

酒税格差事件のその後について記しておきた

い。当時、税率格差是正の税制改正によって

焼酎業界へ決定的な打撃が生じるのではない

かとの懸念があり、焼酎全滅論まで出たため、

転廃給付金を大きく積み増し、原料米価格へ

の配慮を行うなどの業界対策を実施した(165)。

しかし、統計をみると、焼酎は打撃を受ける

どころかその後の消費量は増加し、逆にウイ

スキーの消費量が大幅に減少した(166)。その

理由として、ウイスキーのブランド価値の低

下と焼酎業界による市場開拓の努力を対比す

る意見があるが(167)、事後的な検証が必要で

あろう。 

 このことをもって、酒税格差事件について

は、結果的に「外圧」を利用して酒税法改革

を実現できたとする国内評価がある。（このよ

うな幸運さが本稿の冒頭にある我が国の「楽

観主義」につながっていると筆者は考えるが、）

本稿は、その「外圧」が民主的統制に服して

いないことが問題であると論じている。 

 

第４章 我が国の戦略 

 本章では、酒税格差事件の敗因を兵書『孫

子』の視点で分析し、今後の多数国間紛争解

決手続に対する我が国の戦略を立てる。 

 

１ 彼れを知りて己を知れば 

 「彼れを知りて己を知れば、百戦して殆う

からず」は、孫子の中でも最も有名な言葉で

ある。これは、敵情を知って身方の事情を知っ

ていれば、百たび戦っても危険がないという

意味である(168)。「敵情」にはゲームルールと

それによる有利不利も含まれると考え、まず

はルールを理解することから始める。 

(1) ゲームのルールを理解する 

 スポーツでも囲碁将棋でも、あらゆるゲー

ムは勝敗を決めるルールを知らないことには

始められない。司法化された国際紛争解決手

続では、第三者の裁定によって勝者と敗者が

生まれる。これは当事者間の外交交渉をゼロ

サムゲーム化するということである。では、

この第三者、すなわちゲームの審判は、何の

ルールに則って判断するのであろうか。筆者

は、それは国際約束となる条約とその解釈で

あると考える。 

 酒税格差事件では、我が国の国内法につい

て、その趣旨等から WTO 協定に整合的であ

ると主張している。仮に外交交渉であるなら

ば、互恵主義の観点から、国内の特殊性（言

語を含む）や固有の事情等を主張することは

時に有効な戦術になりうる(169)。しかし、司法

化された紛争解決手続においては、国際約束

となる条約（酒税格差事件では WTO 協定）

の問題は、国際法上の解釈規則に従い、国際

法の文脈において解釈されなければならない。

条約の締結は、国家が正文（authentic text）
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による条約の内容に拘束されることを約束す

るものであるから、条約の「正しい」解釈は

その正文でのみ得られるのであって、日本語

に基づいて国内法の趣旨を説明しても、「正し

い」解釈には行き着かない。そして、国際的

な司法の場では、英語による条約解釈が事実

上のルールとなっている。 

 現状、我が国が締結した条約であっても、

正文の言語は必ずしも日本語というわけでは

ない。実務上の慣行では、二国間条約の場合

は、国家の体面上、両当事国のそれぞれの国

語をともに正文とするのが最も正式な方法と

される。しかし、世界的な事務簡素化の要請

から、近年では単一の第三国語のみを正文と

する傾向がみられる(170)。その第三国語とし

て、我が国と相手国の国語でない場合であっ

ても、英語が用いられることが多い。また、

多数国間条約では、戦後は複数の言語を正文

とするものが増えているが、日本語が正文と

なることはほぼなく(171)、必ず英語又は仏語

が正文の言語となっている。 

 二国間租税条約でも、何が正文の言語かは

条約によって異なる(172)。しかし、日本語が正

文ではない条約でも、英語又は仏語のどちら

かは正文の言語となっている(173)。また、解釈

に相違のあるときは英語によるとしているこ

とが多い (174)。多数国間条約の類型である

BEPS 防止措置実施条約（MLI）の正文は英

語と仏語であり、MLI が我が国の既存の二国

間条約を修正している(175)。 

 以上により、我が国の二国間租税条約もデ

ジタル課税の多数国間条約も、今後は日本語

の訳文は参考に留まり(176)、英語により解釈

していくことになるであろう。ただし、英語

そのものについては、昨今 AI 翻訳の性能向

上により、日常的なコミュニケーションのハ

ードルは低くなっているといえる。しかし、

英語による条約解釈は技であって（第１章３

参照）、現時点では AI で完全に代替できるも

のではない。正文の言語と条約解釈の技量と

いう点で、多数国間紛争解決のルールは我が

国に不利な設定となっている。 

(2) 彼我のリソースの差を把握する 

 司法化された国際的紛争解決手続に挑むに

は、政府内外で経験豊富かつ英語が堪能であ

る法務専門家が相当数必要になる。酒税格差

事件当時、主税局税制二課長であった森信茂

樹も次のように振り返っている(177)。 

・ 我が国以外のパネル参加者は、手練手

管の実践的技術を身に着けた法律家で

構成されていた(178)。 

・ 日本の行政官は、税制の手直しの立案

や法律制定までの広範な実務、国会対応

等の多様な機能を担っており(179)、法律

論だけで詰めた議論をするにはハンデ

ィキャップがあった。 

 この点からも、国際課税において法務専門

家を育成する必要性は疑いようもない。また、

仮に第１の柱のパネルシステムが実現すれば

（第１章２参照）、その専門事務局職員やパネ

リスト候補となる人材も必要となる。しかし、

日本語を国語とし、かつ少子化が進む我が国

が、人的リソースで質・量ともに欧米を超え

ることはできないということも認めざるを得

ないのではないか。 

 WTO においても、欧米の法的資源（人材の

みならず、言語や環境を総合的に含む）は、

他を圧倒的する強さを持っているのに対し、

我が国における WTO 法の専門家の質・量は

極めて限定的である(180)。一般的な訴訟戦略

は経済産業省と外務省で策定され、パネルへ

の代表団は政府職員で構成されるが、パネル

への提出書類等の作成は外国の法律事務所に

頼っているとされる(181)。その理由は、高度に

複雑かつ専門的な法律文書を英語で書く能力

のある日本人がほとんどいないからであ

る(182)。また、WTO に限らず、国際機関で働

く日本人が少ないことも従来から指摘されて

いる。 

 デジタル課税においても、官民ともに英語
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の法務専門家の不足という制約を受け止め、

そのリソースに応じた戦略を立てなければな

らない。昨今、国内の国際課税の議論におい

て「BEPS をリードしてきた日本」という

キャッチフレーズを度々目にするが、それに

錯覚してはならない(183)。 

 

２ 地を知りて天を知れば 

 孫子は、「地を知りて天を知れば、勝乃ち全

うすべし」と説く。これは、土地のことを知っ

て自然界の巡りのことも知っていれば、そこ

でいつでも勝てるという意味である(184)。つ

まり、敵と己が置かれている地（地形）と天

（気候・天候・時間）という環境条件を踏ま

えながら戦い方を考えるべきという(185)。地

と天は、実戦においては死活問題となる。 

(1) 不利な地理的条件と時差を認識する 

 我が国は島国であり、国外に行くには飛行

機ないし船を使わねばならない。海外出張は、

時差及び慣れない業務による大きな負荷がか

かる。二国間交渉の場合は、互恵主義の観点

から互いに往来することが基本となる。しか

し、多数国間交渉の場合は、世界各国から一

か所に集まることが通常である。そのため、

多数国間交渉では、我が国はほぼ毎回アウェ

ーで戦うことを余儀なくされる。酒税格差事

件では、担当官が国会対応も並行しながら頻

繁にジュネーブへと出張し、疲弊している様

子が窺える。加えて、近年、海外出張予算に

限度がある中で世界的にはインフレや円安が

進み、担当官は悪条件の宿泊先や食事を選択

せざるを得ず、自費負担を伴うことから士気

が低下しているとも指摘されている(186)。 

 2020 年頃からは、新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の感染拡大を契機として、

オンラインでの会議が一般的になり、不利な

地理的条件は改善されているかのようにみえ

る。しかし、オンライン会議でも時差の問題

は解消されない。例えば OECD のパブリッ

クコメント会合のように、欧州やアフリカ、

北南米、アジア等からの参加者によるオンラ

イン会議が開催される場合、時差の関係上、

日本での開始時刻は夜遅く（大体 22 時頃）か

らということが多い。日本の深夜１時を過ぎ

ても会議が続くことも珍しくない。このため、

担当官は、日本時間の深夜に頭をフル回転さ

せて英語で条約解釈の議論をしなければなら

ない。なお、仮に第１の柱・第２の柱の紛争

解決手続で納税者の参加が求められた場合は、

日本企業の担当者も同様の負担を負うことに

留意が必要である。 

 一方、欧州は地理的にも多くの国際機関の

拠点となっており、その域内移動は陸路を含

む負担が少ない手段により短時間で行うこと

が可能である。また、欧州の中央ヨーロッパ

時間（Central European Time：CET）であ

れば、一般的な活動時間帯（日中）に全世界

と通信ができる。このことから、欧州の担当

官は、EU 本部や自国政府と連絡を取りなが

ら、頭が最も冴えている時間帯に多数国間紛

争解決の場に臨むことができる。この点でも、

欧州には地と天の利がある。 

(2) 戦い方を工夫する（書面主義・最終提案

方式） 

 この不利な環境で我が国は如何に戦うべき

か。言語や時差等を考えると、英語による口

頭弁論で欧米と互角以上のレベルになること

は相当に困難であろう(187)。そこで、筆者は、

方法論として書面主義と最終提案方式の採用

を提案する。すなわち、紛争解決においては、

書面主義を原則（例外的な場合に口頭弁論を

行う）とし、意思決定の方法として最終提案

方式を主張するのである。最終提案方式では、

書面主義が原則となる。また、それは独立意

見方式に比べて第三者による広範な事実認定

や法的解釈を必要とせず、特定の争訟を解決

するための費用対効果が高い(188)。 

 仲裁の意思決定方式に関しては、もともと

米国が二国間租税条約の仲裁方法として最終

提案方式を採用しており、また地理的条件や



税大ジャーナル 2023. 5 
 

21 

時差についてもアジア太平洋の国・地域は同

じ問題を抱えているであろうから、我が国は

これらの国・地域と協力して、書面主義と最

終提案方式について共通の認識形成を図るべ

きである。もっとも、これは弥縫（びぼう）

策に過ぎず、我が国のリソース不足や不利な

環境を根本的に解決するものではない。 

 

３ 先ず勝つべからざるを為して 

 孫子は、「昔の善く戦う者は、先ず勝つべか

らざるを為して、以て敵の勝つべきを待つ。

勝つべからざるは己れに在るも、勝つべきは

敵に在り。」という。これは、「昔の戦いに巧

みであった人は、まず〔身方を固めて〕誰に

も打ち勝つことのできない態勢を整えたうえ

で、敵が〔弱点をあらわして〕誰でもが打ち

勝てるような態勢になるのを待った。誰にも

打ち勝つことのできない態勢〔を作るの〕は

身方のことであるが、誰でもが勝てる態勢は

敵側のことである」という意味である(189)。こ

こでは、誰にも打ち勝てない態勢とは守備で、

誰でもが打ち勝てる態勢とは攻撃である(190)。

筆者は、リソースの制約を考えると、これこ

そが我が国の当面の戦略であると考える。な

ぜなら、多数国間紛争解決においては、攻撃

は容易であるが守備は難しいからである。 

(1) 昨日の敵は今日の友 

 1995 年以降、日本が当事者の一つとなって

WTO 紛争解決手続による裁定が下された事

案のうち、「守り」の場合は全体の２割程度で

しか日本の主張が認められていないのに対し、

「攻め」の場合は９割以上の率で認められて

いる(191)。つまり、「攻め」の事案では勝率が

極めて高い。このことから、WTO 紛争解決手

続については、「専守防衛はわりに合わない」

というのが外交実務家の見解である(192)。 

 この背景には様々な理由があるが、我が国

については、バンドワゴン戦略によることが

大きい(193)。これは、大国がある国を相手に訴

訟を起こした後、中小の国・地域もそれに追

随し、同じ被告国に対して同一又は相当類似

した訴訟を起こすという戦略である。この戦

略により、中小の国・地域は、大国の法務専

門家が書いた共同提出書類に「ただ乗り

（free-ride）」することができる。簡単に言え

ば、多数国間紛争解決では「二番手優位」と

なる(194)。そして我が国は、欧州に文字通り乗

じて、主に米国を被告とする共同訴訟を行っ

てきた。 

 酒税格差事件をはじめ、WTO の設立当初

からしばらくは、日本に対する紛争のほとん

どは欧州から提起されたものであった(195)。

しかし、これらの紛争が解決された後、日本

と欧州間の協力体制が米国 1916 年アンチ・

ダンピング法事件（1999 年協議要請）(196)か

ら始まった。その後の米国バード修正条項事

件（2000 年協議要請）では、日本は欧州のみ

ならず、その他の共同提訴者とも協力し、事

案は「米国 vs その他の世界」の構図となって、

原告（その他の世界）が勝訴した(197)。米国鉄

鋼セーフガード措置事件（2002 年協議要請）

においては、日欧の共同指導の下、訴訟の各

段階（口頭弁論を含む）において共同提訴者

間で緊密な連携が行われるまでになった(198)。

まさに「昨日の敵は今日の友」である。 

 デジタル課税の紛争解決手続でも、第１の

柱・第２の柱いずれも、「攻め」―第１の柱で

は他国企業、第２の柱では他国企業を起点と

して他国の法人税制を対象に課税権を取りに

いくこと―は容易である。我が国の税務当局

は、欧州をはじめとする他の国・地域と共同

戦線を張ればよい。一方で、逆の場面、すな

わち「守り」―第１の柱ではごく少数の日本

企業、第２の柱では日本企業を起点として我

が国の法人税制が対象となり、他の税務当局

が課税権を奪取しにくること―については、

我が国のみで守るしかない。したがって、持

てるリソースは守備に振り向けるべきである。 

(2) 足元の相互協議から 

 現時点では、デジタル課税の紛争解決手続
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が実現するかは予測できない。しかし、相互

協議は引き続き紛争解決機能を担い、その重

要性が揺らぐことはない。WTO でも多数国

間紛争解決手続の利用は増大したが、パネル

あるいは上級委員会が設置され、その報告が

採択された件数はさほど多くなく、むしろ二

国間協議によって解決・決着する紛争が大半

である(199)。 

 国際課税においても、相互協議の効果的・

効率的な実施が焦点となる。BEPS 行動計画

14（相互協議の効果的実施）(200)については多

くの論考があり、また同ピアレビューにおい

て、既に日本は特段大きな指摘事項もなく概

ね高い評価を受けているため(201)、ここでは、

それ以外の相互協議における我が国の納税者

と税務当局の関係性について論じる。 

 紛争解決手続の重要性への認識が高まるに

つれ、相互協議の発生件数は増加してい

る(202)。国税庁相互協議室は体制を強化して

処理に当たっているが、発生件数が処理件数

を上回っている状況である。体制拡大や制度

改革の必要性も否定はしないが、それですぐ

解決するわけではない。そこで、ここでは、

納税者・税務当局双方のリソースの制約を踏

まえ、まずは現状の取組みの延長として、相

互協議や事前確認の申立ての要否に関するコ

ミュニケーション（事前相談）の活性化を取

り上げる。 

 現状、相互協議や事前確認の必要性が高く

ないと考えられる事案についても申立てが多

く出されるような傾向がみられる。しかし、

相互協議の申立ては納税者にも多くの事務負

担を発生させる。例えば、納税者は、取引規

模の大小を問わず、双方の税務当局からの追

加の資料提出や分析の依頼、必要に応じ実施

されるミーティングへの出席など多くの対応

が必要となる(203)。これらのコストに比べ、相

互協議によって得られる利益があまりないと

いうケースは存在する。そのため、申立て後

に必要となるコスト負担が、相互協議の対象

になっている取引の規模や金額に釣り合って

いるかどうかという検討は必要である。あら

ゆるものを申立てしていれば、納税者・税務

当局ともに物理的なキャパシティ（リソース）

を超えてしまいかねない。 

 また、申立ての中には、明らかに当初から

合意が見込めないケースや濫用的な申立てが

あるようにみえる(204)。例えば、日本企業が有

する無形資産を低税率国の国外関連者へ譲渡

し、その無形資産の譲渡対価やその譲渡に伴

い多額のロイヤリティを支払う取引について

事前確認を求めるケース等である。しかし、

これらは、相互協議の本来の目的・趣旨から

逸脱し、プレイヤー間の協力関係を損ねるも

のであり、中長期的には得策とはいえない。 

 これらについて、相互協議の申立ては納税

者の権利であるから、どんな申立てであって

も認められるべきで、更には納税者を協議又

は仲裁プロセスに参加させるべきという批判

があるであろう。しかしながら、フリーラン

チは国際社会には存在しない。仮に納税者が

手続に参加することになれば、現行と異なり、

相互協議の結果又は仲裁決定は納税者を拘束

するようになり、その場合、納税者には、そ

れらを拒否し、国内の救済措置に戻るという

選択肢は残されていない(205)。さらに、当事者

になる以上、納税者は、自らが相互協議・仲

裁手続へ参加する費用のみならず（出張費や

翻訳費用等を含む）、手続自体の費用の一部負

担をしなければならなくなるであろう。申立

てによる費用対効果（相手国税務当局に対す

る勝率を織り込んだ期待利得）を計算し、そ

の戦略を選択するかどうかの検討が必要にな

る。 

 

おわりに 

 これまで我が国では、国際課税の紛争解決

手続について、法学的アプローチ（往々にし

て欧州の受け売りであるが）から個人合理性

に基づく規範が打ち立てられることがあった。
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しかし、激動する国際環境においてどのよう

にそれらを実現するのか、我が国の納税者と

税務当局の双方、すなわち日本社会全体に

とって望ましい状態は何か、についての議論

が欠落していたのではないか。また、楽観主

義のせいか、仲裁を含む司法的な紛争解決手

続で日本が負けることは想定されていないか

のようである。しかし、勝負においては、不

正がない限り、数が多くなるほど「負け」は

確率的に必ず発生する。 

 筆者は、司法的な国際的紛争解決手続で負

けた場合の日本企業及び我が国の税制への影

響を憂慮している。日本国憲法では、国民主

権の考え方のもとに、税制（税法）は、国民

の意思を反映しつつ、民主的な立法過程＝政

策形成過程を通じて決定される(206)。そして、

租税法律主義も、「代表なければ課税なし」と

いう思想に基づくものである(207)。しかし、司

法的な紛争解決手続で負けると、経済的な利

益を失うのみならず、日本に生きる私たちの

民主的な税制が揺らいでしまうのではないか。

例えば、第２の柱の紛争解決手続で敗北し、

日本企業が多額の課税を受け、我が国の法人

税法もしくは関連する租税特別措置法が国際

機関の第三者によって改廃されるかもしれな

い。だからこそ、負けない又は負けを最小に

する「百戦して殆うからず」の戦略が必要に

なる。戦略的思考の欠如、とりわけリソース

制約の無視は、我が国の伝統的な悪癖である。 

 他方、「過ちを改むるに憚ること勿れ」とい

うのが情勢判断の極意である(208)。国際情勢

は「一寸先は闇」であり、本稿もその未熟さ

ゆえ、後世から誤りと評価されることもあろ

う。筆者は、それが納税者を含む日本社会の

ためになるのであれば、むしろ本望である。

戦略には、情勢判断に誤りがあった場合にす

ぐに修正するという柔軟性が必要であり、そ

れにより判断の質が向上する(209)。本稿が納

税者と国税庁の関係性に関する将来的な議論

を喚起し、双方がジレンマを克服して、とも

に協力しながら国際的な紛争解決手続へ戦略

的に臨むことを期待する。 
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(120) Ibid, at introduction. 
(121) 川瀬剛志「WTO は生き残れるか 紛争解決機

能の回復 急務」（2019 年３月 29 日付日本経済

新聞朝刊「経済教室」）。 
(122) Gerrit Groen, “Sovereignty and tax treaty 

dispute settlement,” at Part II, Academic 

thesis, University of Amsterdam (2022). 
(123) European Commission and USTR, 

Understanding on a Cooperative Framework 

for Large Civil Aircraft (June 15, 2021). 
(124) WTO の 2022 年予算は、約１億 9720 万スイ

スフランである。各加盟国の拠出額は、世界貿

易に占めるその国の貿易量（輸出入両方を含

む）の割合による。Bossche and Prevost, supra 

note 107, at 2.8. 2022 年の拠出額トップ３は、

１位・米国（11.8％）、２位・中国（10.5％）、

３位・ドイツ（7.2％）である。ただし、WTO

は、2021 年までは EU 加盟国を一括りにしてそ

の拠出額を公表していた。2021 年のトップ３

は、１位・EU 加盟国（30.45％）、２位・米国

（11.7％）、３位・中国（10.4％）であった。

“WTO Secretariat Budget for 2022”

（https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/ 

budget_e.htm）（最終閲覧 2023 年２月 23 日）。 
(125) Reuters, “U.S, EU agree truce in 17-year 

Airbus-Boeing conflict,” June 16, 2021 (last 

accessed February 24, 2023). 
(126) Keisuke Iida, “Legalization and Japan: the 

politics of WTO dispute settlement,” Cameron 

May (2006). なお、邦題は、宮脇昇「飯田敬輔

著『法化と日本 WTO 紛争処理の政治学』」国際

政治 152 号 177-180 頁（2008）から引用した。 
(127) Iida, supra note 126, p.10. 



税大ジャーナル 2023. 5 
 

29 

                                                                         
(128) 平成財政史（平成元～12 年度）第４巻（租

税）（以下、「平成財政史」という。）第１章「平
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称：日・オーストリア租税条約）」（平成 29 年１

月 30 日署名）は、「英語により本書２通を作成

した」とする。なお、オーストリアの国語はド

イツ語である。 
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じ、その実際は「我が国を手続的には何の文句

も言えぬ立場」にする「ある種の罠」であると

警告する。石黒一憲『法と経済』158 頁（岩波

書店、1998）。石黒は慧眼の士であるがゆえ、そ

の言説が一見些か陰謀論の気配を帯びるように
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